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広報計画について
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＜中部圏広域地方計画 広報の目的＞
広域地方計画は圏域の将来像・方向性やそのための取組をとりまとめているが、地域を
支える自治体・経済界等の認知度が低い
広域地方計画の取組は、広域的な連携事業が主たるものとなっているが、地域活動の
積み上げが重要
特に人口減少下における重要施策として地域生活圏の形成など自治体・企業連携など
にも取り組んでいななければならない
そのため、自治体や経済界への認知度を向上し、ともに国土形成に取り組めるよう広報
を行う

＜広報実施方針＞
①中部圏広域地方計画をわかりやすく伝えるためのパンフレットを作成
②整備局幹部や事務所長等により自治体首長等へPR及び説明
③中部圏広域計画推進室による各県自治体への説明会を開催
④中部経済連合会、名古屋市・各県商工会議所等へPR及び説明

計
画
策
定

＜広報計画＞
R10年度R９年度R８年度

計画の周知 施策の実証

R11年度 ～

計画の進捗・フォローアップを実施


